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１．長期使用製品安全点検制度

 経年劣化による製品事故を未然に防止するために、平成２１年４月、長期使用製品安全点検制度が導
入されたところ。

 本制度は、経年劣化による重大製品事故の発生の恐れが高い製品を特定保守製品として指定し、当該製
品については所有者情報をメーカーが把握することで、点検が必要な時期に、メーカーが所有者に点検時
期を通知、所有者が点検を受ける制度。

 製品の引き渡し時に立ち会う事業者（販売事業者、設置工事事業者、不動産会社、工務店等）には、製
品に同梱されている所有者票の記載を購入者に促すことや、購入者に了解を得て代行記入することが求め
られている。

特定保守製品【９品目】
平成２１年４月以降に販売した製品が対象
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（参考）所有者票

 特定保守製品の購入者は所有者情報を所有者票に記載してメーカーに送付する。

所有者票【表】 所有者票【裏】

所有者票は目立つように黄色の様式
保護シールを同封



 所有者情報の登録率は、平成２９年１２月末時点で３８．７％となった。

【機器別】
（製造・輸入台数）

○電気製品 ３７％ （ 1,091万台）
○ガス機器 ４３％ （ 617万台）
○石油機器 ３８％ （ 482万台）

【品目別】
○ビルトイン式電気食器洗機 ３９％
○浴室用電気乾燥機 ３５％
○屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）

４９％
○屋内式ガス瞬間湯沸器（ＬＰガス用）

３３％
○屋内式ガスふろがま（都市ガス用）

５７％
○屋内式ガスふろがま（ＬＰガス用）

３３％
○石油給湯機 ４２％
○石油ふろがま ３８％
○密閉燃焼式石油温風暖房機 ３１％

※登録率＝所有者情報累計件数／製造・輸入累計台数

製品別登録率所有者情報登録率（累計）

２．本制度の現状
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 NITEプレス 使用期間10年を目安に給湯器や食洗機等は点検を受けましょう。（平成29年10月26日）
~ 経年劣化による事故を防ぐ「長期使用製品安全点検制度」～

 動画サイト YouTube に長期使用製品の火災等の動画をアップロード

３．登録率向上に向けた最近の取組み（２）
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ユーザーサイドへの働きかけ

ビルトイン式電気食洗機 視聴回数 3,422回
ガス瞬間湯沸機 視聴回数 11,746回
石油ふろがま 視聴回数 946回
ガスふろがま 視聴回数 1,149回
石油給湯機 視聴回数 1,088回

(平成30年2月14日現在)



 製造事業者が取引している事業者から、更に幾つかの事業者を経て、購入者に製品が届いている販路がある。
製造事業者単独では購入者までリーチ仕切れない状況。

 従って、実際に製品を購入者に引き渡しをする設置事業者等の協力が登録率向上には不可欠。

 関係団体を通じて、設置事業者等に購入者への所有者登録の説明実施や代行記入を促した。

３．登録率向上に向けた最近の取組み（２）
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関連事業者サイドへの働きかけ

働きかけた関係団体：大手家電流通協会、全国管工事業協同組合連合会および東京都管工事工業協同組合、全建総連リフォーム協会

特定保守製品の商流構造

特定保守製品
のメーカー
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日本電機工業会（JＥＭＡ）

・一般消費者及び販売事業者等に対し、制度周知及び所有者情報登録の推進
を図った。
①消費者への周知（消費者向けセミナー、展示会等）
製品安全セミナー、石油セミナー、防災学習会、国際福祉機器展等

②事業者への協力依頼
石油機器整備事業者及び灯油配送事業者等

③未登録所有者に対する登録推進
ガス事業者と連携を図り、未登録所有者に対し、専用登録はがき付きチラシを利用した登録活動を展開。

・点検促進及び点検時期お知らせ機能への対応
特定保守製品の多くに設定されている設計標準使用期間10年が4月に点検期間（1年前）に
入ること、点検時期お知らせ機能の発報が本格的に始まる事を受け、事業者、消費者向けに周知
を図るため、新たに点検スタート周知チラシを製作、配布を開始した。

●点検スタート周知チラチ(ガス版及び石油版)

●国際福祉機器展●製品安全セミナー

日本ガス石油機器工業会（JGKA）
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３．登録率向上に向けた最近の取組み（３）

・JEMAウェブサイトにて制度の認知度向上と所有者情報の登録を促すプレゼントキャンペーン
(2017年9月～11月)を展開。具体的には、JEMAウェブサイトから各社の登録サイトに
誘引し、所有者情報を登録頂いた方、又は制度等に関するアンケート
に回答頂いた方が懸賞に応募できる仕組み。
約2ヶ月間のキャンペーン期間中に約6万6千回のアクセスを記録。

・製品所有者及び関係事業者向けに制度説明の啓発チラシを作成し、
修理訪問時、商談会、研修会、製品へチラシ同梱する等して配布。
（2017年4月～12月実績 約7万部）


